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令和元年7月1日現在

制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付

中小企業資金繰り
円滑化借換融資

中小企業開業資金
(一般開業)

経営安定資金
(一般枠)

セーフティネット資金
(経営支援枠)

基準利率(担保有)
1.16％～1.95％

※担保無も設定できます

日
本
政
策
金
融
公
庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。

①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方

③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及

  び娯楽業は２０人以下)､製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人

  事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

新
津
商
工
会
議
所

金
融
公
庫

1.21％
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潟 
 

県

運転
設備

５年以内
１０年以内

運転
設備

８年以内
１５年以内

1.7％～1.9％
2.20％

運転
設備

５年以内
７年以内

運転
設備

７年以内
※1000万円超
は10年以内

運転 ６ヶ月以内

既往市制度
融資借入金
の返済

１０年以内

運転
設備

７年以内
１０年以内

運転
設備

５年以内
７年以内

運転 ７年以内

各 

金 

融 

機 

関

各
金
融
機
関

4,800万円

4,800万円

1,000万円

3,000万円

700万円

3,000万円

500万円

4,000万円

5,000万円

普通貸付

セーフティネット貸付

地方産業育成資金

一般融資

夏期・年末資金

信保付
その他

1.60％
2.10％

信保付
その他

1.50％
2.00％

信保付
その他

1.65％

1.80％
2.00％

５年以内
５年超

1.70％
1.90％

信保付Ａ
信保付Ｂ

1.25％
1.45％～

３年以内
３年超

Ｕ・Ｉターン創業補助金 募集のお知らせ
■ 
　下記のいずれかに該当し、交付決定日以降、令和２年２月29日
までに起業する方
○Ｕ･Ｉターンにより県内に移住し起業する方。
　（Ｕ･Ｉターンとは、新潟県外の移住者が新潟県内に転居すること）
　また、起業準備のために既に新潟県内に転居している方も対象
になります。（申請日時点で転居後１年以内に限る）
○進学を契機に県内に在住している県外出身の大学院生等で、県
　内で起業する方。
■ 
◯助成事業の実施期間内に創業に至る事業計画
 （１年以上の事業継続が見込まれ、３年以上の事業計画を策定するもの）
■ （助成限度額及び助成率）
◯創業に必要な経費（下限額50万円）の２分の１以内を支援し100万
　円を上限に助成。ただし、１人以上の新規雇用を伴う場合で、
　助成対象経費が200万円を超える場合については、上限を300 万円。

　※雇用保険の一般被保険者となる労働者であること。ただし役
　　員、３親等以内の親族を除く。
■ 
　◯事業拠点開設費：機械設備、工具器具等の購入費用、事業所
　　の増改築費、事業用車両購入費、法人登記費用　等
　◯事業促進費：人件費（本人、役員、３親等以内の親族を除く）、 
　　賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費 等
■ 
　○申請には、創業予定地域の商工会・商工会議所、金融機関から
　  「確認書」の発行を受ける必要があります。
　　① 申請書の作成→② 商工会議所・商工会・金融機関の確認→
　　③ 申請書類の提出
○申請受付後、随時審査し採否を決定。（申請日から約１ヶ月後を予定）。

　令和元年11月29日（金）
　　　　　　　 ※予算がなくなり次第募集を終了
■ 
 （公財）にいがた産業創造機構 経営支援グループ 創業･経営革新チーム
※詳しい募集案内、申請書類は NICO のホームページ
  （http//www.nico.or.jp）からダウンロードできます。

対象経費
50～200万円 200万円超～

上限額300万円
助成率1/2以内

申請者以外に 1人以上の
新規雇用※を伴う場合

上記以外

上限額100円
助成率1/2以内

助
成
金

　新津ならではのもの、新津にしかない特産品・工芸品・農産物を、ふるさと

村でＰＲ出店しませんか。

　令和元年８月31日（土）～９月11日（水）のご希望の日時に出店いただけます。

　新津特産品等宣伝委員会は、新津の特産品を県内外に宣伝するとともに、

“にいつ”をアピールする活動をしています。

　出店手数料などは事務局へお問い合わせくだ

さい。

問い合わせ先：新津特産品等宣伝委員会事務局

　　　　　　　秋葉区役所産業振興課

　　　　　　　（TEL：0250‐25‐5689）

花と鉄道と石油の秋葉区

業況ＤＩ値の推移(業種別)

(2019年４月～６月期)

【全業種】業況ＤＩは、依然としてマイナス圏内。先行き（７～９月）については、若干

悪化するとの見通し。

【建設業】全体的に横ばい。売上高ＤＩは若干改善するとの見通し。

【製造業】仕入単価ＤＩ・採算ＤＩは悪化。資金繰りＤＩは悪化するとの見通し。

【卸売業】売上高ＤＩ・仕入単価ＤＩ・採算ＤＩは悪化。売上高ＤＩはさらに悪化すると

の見通し。

【小売業】全体的に悪化。従業員数ＤＩは若干改善するとの見通し。

【サービス業】全体的に悪化。採算ＤＩは若干改善するとの見通し。

【経営上の問題点】（複数回答可）

多い順に、「需要の停滞」、「人件費の増加・圧迫」、「熟練技術者の確保難」など。

また建設業では「下請け業者の確保難」をあげる回答が散見された。

【設備投資の状況】（複数回答可）

多い順に、「ＯＡ機器」、「車両運搬具」などであるが、全体に低調。
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